
6．入所施設のあり方  

（参考資料）   



障害児入所施設の概要  

施設類型   
根拠法令   施設の性格   施設数  利用者数   

知的障害のある児童を入所させて、これを保護し、又は治  
知的障害児施設   児童福祉法42条   療するとともに、独立自活に必要な知識技能を与えることを  

目的とする施設。   

自閉症児施設   児童福祉法42条  自閉症を主たる症状とする児童を入所させる知的障害児施 言／ヽ  7か所   
呂又○  

257人   

児童福祉法43条  
盲児（強度の弱視児を含む。）又はろうあ児（強度の難聴児  

盲児施設  
の2  

を含む。）を入所させて、これを保護するとともに、独立自活  11か所   139人   

に必要な指導又は援助をすることを目的する施設。  

ろうあ児施設   
児童福祉法43条 の2   

同上   14か所   193人   

肢体不自由児施設   
児童福祉法43条  肢体不自由のある児童を治療するとともに、独立自活に必   
の3   要な知識技能を与えることを目的とする施設。   63か所   3．060人  

肢体不自由児療護施設   
児童福祉法43条  病院に収容することを要しない肢体不自由のある児童で   

の3   あって、家庭における養育が困難なものを入所させる施設。   
6か所   228人  

児童福祉法43条  
重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児  

重症心身障害児施設  
の4  

童を入所させて、これを保護するとともに、治療及び日常生  
活の指導をすることを目的とする施設。   

〈社会福祉施設等調査報告（H18．10．1現在）  
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障害児施設の施設数及び利用児童数の推移（入所施設）  
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・十重症心身障害児施設入所児童数  
〈社会福祉施設等調査報告〉  



児童養護施設等と障害児施設との比較  

障害児施設  

・知的障害児施設や肢体不自由児施設  

に入所している児童の大部分は、社会  
的養護を必要としている児童。知的障  
害児施設の入所理由を見ると、養育能  
力28．1％、離婚等12．4％、虐待・養育  
放棄が11．3％。平成17年度については、  
入所数の30．4％が虐待による入所。  
（平成18年度全国知的障害児・者施設   

実態調査報告書）  

・肢体不自由児施設に入所している児童   

の4％は、被虐待児。  
（「療育施設に入所している被虐待児童につい  

ての研究・調査」、平成15年度子育て支援基  
金事業）   



社会的養護の現状について  

資料：福祉行政報告例［平成18年度末現在］  

の理由により生活  

その他の理由により  指導等を要する児  

資料：社会福祉施設等調査報告［平成18年10月1日現在］  

自立援助ホームは連絡協議会調［平成19年12月1日現在］  

（12月1日現在協議会に加入しているホームについて）  

5  鐘ニー至 ＿  

資料‥小規模グループケア、地域小規模児童養護施設は家庭福祉課調［平成18年度］   



社会的養護を必要とする子どもの背景の多様化  

→ 被虐待児のほか、障害児が増加するなど多様な子どもに対応する必要がある。  

児童養護施設における障害等の割合  
割合は児童養護施設に入所する子どものうち、障害等がある  
子どもの割合  

※ 発達障害については、「知的障害」のほか、「その他の心身障害」に分類されている可能性がある。  

（ADHDは平成15年より分類。）  6   



障害児入所施設の概要（基準等）  

○ 福祉型（病院であることを要件としない障害児入所施設）  

施設類型   対象者   職員配置  設備基準   

知的障害児施設   知的障害のある児童   

自閉症を主たる症状とする  

第2種自閉症児施設   児童であって病院に収容す  居室  
児童指導員  ることを要しないもの  

保育士  調理室 浴室  
便所  

盲児施設   
栄養士  

医務室  

静養室  

講堂・遊戯室  

ろうあ児施設   
ろうあ児（強度の難聴児を  訓績室  

含む）   職業指導に必要な設備  

映写に関する設備  

病院に収容することを要し  

ない肢体不自由のある児  訓練室  
肢体不自由児療護施設    童であって、家庭における  

屋外訓練場  
養育が困難なもの  7  



障害児施設等の概要（基準等）  

○ 医療型（病院であることを要する障害児入所施設）  

施設類型   対象者   職員配置   設備基準   

自閉症を主たる症状とする  

第1種自閉症児施設  児童であって病院に収容す  
…観察室  

ることを要するもの   
‖ 吉静養室 ‖  

医療法に規トー…－一一一一叩－－－…  
‖   

定する病院亘理学療法士又  

な職員 
として必要亘は作業療法士   

肢体不自由児施設   肢体不自由のある児童  
な設備  

…職業指導員   導するに必要な設備  

‖ 児童指導員室（職業指導を行  
義肢装具を製作する設備  

呈う場合） ‖  
（他に適当な施設があると  

きは設けることを要しない）  

保育士 
・…－－・…・－…－－  

浴室   

≡理学療法士又 ‖  

重度の知的障害及び重度  ；は作業療法士   観察室  

重症心身障害児施設   の肢体不自由が重複する  静養室  

児童   圧理指導を担  看護師詰所   

；当する職員   
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障害児入所施設の概要（予算）  

〈定員規模別30人 単価 地域加算がない場合）  

施設類型   
予算   予算上の基準   基本単価   

30日利用した   

場合   
その他   

児童指導員・保育士4．3：1  

施設長、介助員、事務員、嘱託  
667単位  200，100円  

知的障害児施設   
医（2名）、（栄養士、調理員）  （＋57単位）  （217，200円）   

児童指導員・保育士 6，7：1   
309単位  

第1種自閉症児施設  
（＋医療費）   

92，700円＋医療費   

児童指導員・保育士4．3：1  

第2種自閉症児施設  
施設長、介助員、事務員、医  662単位   198，600円   
師、看護師（2名）、嘱託医（2  
名）、（栄養士、調理員）  この一部について、利用  

者が定率負担する。また、  
606単位  181，800円  

法律に基づく負担金  
調理員等の人件費及び  

盲児施設  （＋57単位）  （198，900円）  調理員については、原則  
国  1／2   （幼児の場合4：1）  （＋78単位）   （22乙300円）   自己負担  

指定都市   ロ三  
医（2名）、（栄養士、調理員）  602単位   180，600円   

児童相談所設置市  
（＋57単位）   

※その他職員加配や  
ろうあ児施設  ※ろうあ児施設は、嘱託医1名  

（197．700円）  
1／2  

障害程度に応じた加算  
（＋78単位）   （221．100円）   制度あリ  

児童指導員・保育士10：1  136単位  
肢体不自由児施設  

（＋医療費）   
40，800円＋医療費   

（少年の場合20：1）  

児童指導員・保育士3．5：1  

肢体不自由児療護施設  施設長、介助員、事務員、看護  209，700円   
師（50人までは3名）、嘱託医、  
（栄養士、調理員）   

重症心身障害児施設  862単位  258、600円   

児童指導員、保育士  （＋医療費）  ＋医療費   
9  

※（）は、小規模加算と幼児加算   



在所期間の延長措置について  
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嘩害児施設の利用者の年齢構 成について（入所）  

乳幼児   学齢期・青年期   加齢児  

（0歳～6歳）   （7歳～17歳）   （18歳以上）   

知的障害児施設   3．2％（311名）   56．8％（5，568名）   40．1％（3，929名）   

自閉症児施設   3．4％（8名）   67．2％（158名）   29．4％（69名）   

盲児施設   5．8％（8名）   81．0％（111名）   13．1％（18名）   

ろうあ児施設   12．1％（20名）   81．2％（134名）   6．7％（11名）   

肢体不自由児施設   31．3％（854名）   59．9％（1，634名）   8．9％（242名）   

肢体不自由児療護施設   9．7％（23名）   43．5％（103名）   46．8％（111名）   

重症心身障害児施設   2．8％（319名）   10．1％（1，131名）   87．1％（9，765名）   

〈社会福祉施設等調査報告（H18，10．1現在）〉  
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障害児施設の利用者の利用期間について（入所）  

2年未満   3年～5年未満   5年以上   

知的障害児施設   24．3％   26．1％   49．6％   

自閉症児施設  
49．0％   14．6％   36．4％   

（第1種一第2種）  

盲児施設   19．0％   25．0％   56．0％   

ろうあ児施設   29．8％   21．7％   48．4％   

肢体不自由児施設   46．2％   19．5％   34．3％   

肢体不自由児療護施設   26．3％   25．7％   48．0％   

重症心身障害児施設   7．2％   12．5％   80．3％   

〈子ども未来財団調査研究より（H18．11．1現在）〉  
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障害児施設と障害者支援施設の居室・廊下の基準比較  

居室  廊下幅   

障害児施設  

（福祉型）   
1室の人数15人以下   1人あたり3．3ポ以上   適用無し   

患者2人以上の場合   廊下幅1．8ポ以上  
1人あたり4．3ポ以上   （両側に居室ある場合は、2．1ポ以上）  

障害児施設  （療養病床のみ）  

（医療型）  1室の人数4人以下              （小児のみ）上記の2／3以上で可。  （療養病床のみ）  
ただし、－の病室の床面積は6．3ポ  

以下であってはならない。  
廊下幅1．8n了以上  

（両側に居室ある場合は、2．7nて以上）   

障害者支援施設   1室の人数 4人以下   1人あたリ9．9ポ以上   
廊下幅1．5ポ以上  

（中廊下は、1．8n了以上）   
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障害児施設と障害者支援施設の設備概要  

設備  特別な配慮   

居室、調理室、浴室、便所、静養室、  
知的障害児施設  医務室（30人以上）   職業指導に必要な設備  

（児童の年齢、適性等  

居室、調理室、浴室、便所、静養室、  に応ずる）  

第2種自閉症児施設  医務室   

居室、講堂、遊戯室、調理室、浴室、  
・階段の傾斜を緩やかにすること  

盲児施設  
便所、医務室（30人以上）、静養室  
（30人以上）   設備、音楽に関する設備  ・便所の手すり、特殊表示等身体の機  

能の不自由を助ける設備   

居室、講堂、遊戯室、調理室、浴室、  
ろうあ児施設  便所、医務室（30人以上）、静養室  

（30人以上）   

居室、医務室、静養室、調理室、  
・階段の傾斜を緩やかにすること  

肢体不自由児療護施設  浴室、便所   訓練室、屋外訓練場  ・浴室及び便所の手すり等身休の機能  

の不自由を助ける設備を設けること。   

第1種自閉症児施設   医療法に規定する病院として必要な設備、観察室、静養室、訓練室、浴室   

医療法に規定する病院として必要な設備、ギプス室、訓練室、屋外訓練場、講堂、図書室、  
肢体不自由児施設  特殊手工芸等の作業を指導するに必要な設備、義肢装具を製作する設備（他に適当な施設  

があるときは設けることを要しない）、浴室   

重症心身障害児施設  医療法に規定する病院として必要な設備、観察室、静養室、訓練室、看護師詰所、浴室  



障害児入所施設の概要（児童福祉最低基準）  

○ 福祉型（病院であることを要件としない障害児入所施設）  

施設類型   職員配置   

知的障害児施設   
嘱託医．（精神科の診療に  
相当の経験を有する医師）   

児童指導員及び保育士おおむね児童の数を  

4．3で除して得た数以上  医師（上に同じ）  養士（41人以上）  

第2種自閉症児施設  看護師（児童20人に  

つき、1人以上）   吉理貞  

盲児施設   
嘱託医  調理業務を全部委託  

児童指導員及び保育士  る場合を除く。）  
乳児又は幼児おおむね4人につき1人以上  

ろうあ児施設   少年おおむね5人につき1人以上   
する者でなければならな  

い。）  己業指導員  

職業指導を行う場合）  

児童指導員及び保育士  
嘱託医  

肢体不自由児療護施設  乳児又は幼児おおむね3．5で除して得た数 以上  

（参考）障害者支援施設   



障害児入所施設の概要（児童福祉最低基準）  

○ 医療型（病院であることを要件とする障害児入所施設）  

施設類型   
職員配置   

児施設の医師は、児童を対象とする精神  

第1種自閉症児施設   療に相当の経験を有する医師でなければ  

■ 0   

医療法に規定する病院  

として必要な職員  理学療法士又は作業療  

肢体不自由児施設  職業指導員  
自由児施設の長及び医師は、肢体の機能  
由な者の療育に関して相当の経験を有す  

児童指導員  （職業指導を行う場合）  でなければならない。   

保育士（※）  

身障害児施設の長及び医師は、内科、精  

重症心身障害児施設  
理学療法士又は作業療法士   中経科、小児科、外科、整形外科又はリハ  

心理指導を担当する職員  ション科の診療に相当の経験を有する医 ナればならない。   

※ 第1種自閉症児施設の児童指導員又は保育士の総数は、通じておおむね児童の数を6．7で除して得た数以上  

16   



の比較  と障害  叫から見た障害j  

【20歳以上の障害児施設と障害者支援施設等利用者の場合】  

根拠条文   利用者負担   支給決定期間  障害程度区分   障害種別   実施主体   

【収入】  

原則本人の収入  

障害児施設   3年以内   ＝l■±－ ヽ   芸＿．＝：道 場   、首、罠   

【軽減】  

個別減免  

＝侶完－、 J＼  

【収入】  

障害者  原則本人の収入  生活介護利用者  

支援施設  （障害程度区分  

度量畳  
3年以内  

4以上）  

（生活介護）  
障害種別なし   

援法  五里亜  

【軽減】  
療養介護利用者  

療養介護  
個別減免  

（障害程度区分  

5以上）  17  



障害児に対する専門支援の経緯について  

児童福祉法に基づく入所施設の設立経緯について  

○ 知的障害児施設   

【児童福祉法施行前】民間篤志家による支援   

【児童福祉法の施行】昭和22年の児童福祉法の施行にあたり、制度化   
【昭和33年】重度の知的障害児や障害が重複している児童等を専門に保護す  

るため、国立秩父学園を設置  

○ 自閉症児施設（第1種・第2種）  

【昭和43年】モデル事業を実施   

【昭和44年】予算補助制度により、医学的管畢の下で生活指導等を実施した  
際の費用を助成制度の創設   

【昭和46年】モデル事業の実施及び心身障害研究費補助金による研究の推  

進   

【昭和55年】治療方法等の研究が進み、徐々に学問的な解明がなされてきて  
おり、この成果を踏まえ、新たに児童福祉施設最低基準に位置づ  
け、制度化   



○ 盲児施設・ろうあ児施設   

【児童福祉法施行前】民間の活動が行われてきたが、数カ所の状況   
【児童福祉法の施行】「療育施設」として虚弱児や肢体不自由児とともに包括さ  

れた一つの施設として規定   

【昭和24年】  それぞれ独立した施設として分離  

○ 肢体不自由児施設   

【児童福祉法施行前】整肢療護園（現在の心身障害児総合医療療育センター）  

のみで支援   

【児童福祉法の施行】「療育施設」として虚弱児や盲ろうあ児とともに包括され  

た一つの施設として規定   

【昭和24年】  それぞれ独立した施設として分離  

○ 肢体不自由児療護施設   

【昭和48年以前】児童養護施設の中で対応してきた（昭和43年肢体不自由  

児のための「ねむの木学園」設立）   

肢体不自由児のための虎童養護施設として、児童福祉施設  
最低基準に肢体不自由児施設の一種別として制度化   

【昭和48年】  



○ 重症心身障害児施設  

【昭和36・37年】国が島田療育園（重症児を診療する病院）に療育の研究を委  

託  

【昭和38年】予算措置により療育費の補助を実施  

【昭和41年】全国の国立療養所内に重症児病棟を新設（予算対応）  

【昭和42年】児童福祉法に位置づけられる  

20   



支援対象の拡大・変遷  

○ 知的障害児施設（重度の知的障害児の受け入れ）   

【昭和33年】国立秩父学園の設置  

知的障害の程度が著しい児童又は盲もしくはろうあである知的障害の  

児童の受け入れ（20歳を超えても引き続き在所可能）  

【昭和39年】公立の知的障害児施設に「重度知的障害児入所棟」を付置し、重度の  
知的障害児も利用可能とする  

【昭和42年】重度の知的障害児については、20歳を超えても引き続き在所できるよ  
う改正  

【昭和48年】民間知的障害児施設も「重度知的障害児入所棟」の付置を可能とする  

【平成10年】強度行動障害を示す者に対する処遇に対する加算の創設   



○ 盲ろうあ児施設（学校との関係等）  

【昭和24年】「盲ろうあ学校寄宿舎を児童福祉法の療育施設として切り替えること  

について」の通知発出  

【昭和31年】 施設と寄宿舎との区分の整理明確化  

寄 宿  仝‥． ロ  ・盲学校・ろう学校に原則として付設されるものであり、  
家庭と学校との距離が遠い等の理由により通学の困  

難なものを対象  

盲ろうあ児施設…・18歳未満の盲ろうあ児であって、保護者がいないな  

どの理由により、家庭において適切な監護が期待で  

きないものを対象とし、その福祉を確保する見地から  
入所させる施設  

【昭和44年】盲又はろうあに加え、知的障害を併せもつ児童の増加に基づき、「盲  
重度児及びろうあ重度児に対する加算」の創設   



○ 肢体不自由児施設  

【昭和39年】肢体不自由の程度が重度な児童に対して、「肢体不自由児施設重  
度病棟」の基準を設けたところ  

【昭和40年】低年齢の児童を対象として、母子入院部門を設け、児童を短期間そ  
の母親とともに入園させて機能訓練等の療育を行う制度の創設  

（ただし、予算上の手当なし）  

【昭和42年】重度の児童であって、引き続いて入所させておかなければその者の  
福祉をそこなうおそれのあるものについては、20歳を超えても引き続  
き在所できることとした  

○ 重症心身障害児施設  

【昭和42年】制度化当初より、入所期間が極めて長期にわたることなどから、児  
童福祉施設ではあるが満18歳をこえる者も入所可能とした   




